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八
木
議
員

過
疎
化
や
高
齢
化
、
核
家
族
化

や
個
人
の
価
値
観
の
多
様
化
な
ど

で
、
地
域
を
支
え
る
人
材
が
不
足

し
、
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
が
希

薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
機

能
が
弱
ま
り
、
集
落
の
維
持
さ
え

困
難
な
地
域
も
あ
り
、
様
々
な
問

題
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
。

①
来
年
度
に
専
任
の
町
職
員
を
配

置
し
、
令
和
７
年
度
か
ら
本
格
的

に
集※

１

落
支
援
員
を
設
置
し
て
は
ど

う
か
。

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
一
層
の

利
便
性
向
上
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、

既
存
の
温
泉
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス

に
つ
い
て
の
進
展
は
。

③
広
報
ふ
か
う
ら
に
民
間
事
業
者

に
よ
る
「
空
き
家
の
管
理
・
相

談
」
等
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
集
落
支
援
の
中
に
空
き
家
を

活
用
し
た
移
住
・
定
住
対
策
も
重

要
事
項
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

町
と
し
て
も
連
携
し
て
い
く
事
も

必
要
で
は
な
い
か
。

④
町
の
高
齢
化
比
率
は
５
０
％
を

超
え
た
。
様
々
な
担
い
手
不
足
に

よ
り
地
域
と
し
て
の
機
能
が
回
ら

問

な
く
な
る
前
に
、
行
政
区
の
統
合

を
真
剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
が
。

　

町
長

①
集
落
支
援
員
の
設
置
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
７
月
中
旬
に

全
行
政
連
絡
員
を
対
象
に
実
施
し

た
と
こ
ろ
、
地
域
の
困
り
ご
と
の

解
決
に
集
落
支
援
員
が
有
効
と
の

回
答
が
７
割
、
将
来
の
集
落
支
援

員
設
置
の
希
望
を
含
め
る
と
、
実

に
８
割
の
行
政
連
絡
員
が
集
落
支

援
員
の
設
置
と
そ
の
活
動
を
希
望

し
て
い
る
。
今
後
も
関
係
機
関
と

引
き
続
き
連
携
を
取
り
な
が
ら
、

集
落
支
援
員
の
設
置
に
向
け
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

②
10
月
末
日
時
点
で
延
べ
７
４
３

３
人
、
月
平
均
で
は
１
０
６
０
人

以
上
が
利
用
し
て
お
り
、
お
お
む

ね
順
調
に
稼
働
し
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。
現
在
の
運
行
に
関

し
て
は
、
停
留
所
の
新
規
設
置
や

経
路
の
見
直
し
等
の
要
望
が
あ
り
、

道
路
状
況
や
運
行
効
率
な
ど
で
対

応
で
き
な
い
事
例
以
外
は
、
関
係

機
関
と
協
議
し
、
順
次
実
施
し
て

い
く
。

答

な
お
、
既
存
の
温
泉
施
設
へ
の

ア
ク
セ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
令
和

６
年
４
月
か
ら
の
実
施
を
予
定
し
、

現
在
、
調
整
中
で
す
。

③
空
き
家
所
有
者
の
支
援
と
五
所

川
原
圏
域
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登

録
を
推
進
す
る
た
め
、
来
年
度
か

ら
空
き
家
に
関
す
る
様
々
な
施
策

問

答

集落支援員の設置と
行政区の統合を真剣に

集落支援員設置に前向き
行政区統合は地域と十分協議

八
や ぎ

木　　史
ふみと

議員質問者の動画が
視聴できます。
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の
実
施
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登

録
件
数
の
増
加
に
つ
な
げ
つ
つ
、

管
理
・
相
談
等
は
、
民
間
事
業
者

と
の
連
携
の
可
能
性
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

④
行
政
区
の
統
合
を
は
じ
め
、
選

挙
の
投
票
所
の
統
合
、
消
防
団
の

分
団
の
統
合
な
ど
、
で
き
る
と
こ

ろ
か
ら
始
め
る
必
要
は
あ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
が
、
各
地
域
住
民
、

自
治
会
、
消
防
団
員
等
の
意
向
も

大
変
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
各

地
域
の
皆
さ
ん
と
十
分
に
協
議
を

し
、
ど
う
い
っ
た
手
法
が
最
も
良

い
の
か
を
探
り
な
が
ら
進
め
て
い

き
た
い
。

『
現
時
点
で
小
学
校
の

統
合
は
考
え
て
い
な
い
』

　

八
木
議
員

①
令
和
に
入
っ
て
か
ら
の
出
生
数

を
見
据
え
て
、
今
後
５
年
間
の
各

小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
数
の
推

移
で
、
更
な
る
統
合
も
検
討
す
る

の
か
。

②
よ
く
小
中
一
貫
教
育
が
話
題
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
取
組

は
本
町
に
馴
染
む
の
か
。

③
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
を
進
め
る
上
で
、

教
職
員
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ※

２

Ｃ
Ｔ

支
援
員
が
重
要
な
役
割
だ
と
思
う

が
、
町
で
配
置
す
る
考
え
は
。

　

町
長

①
小
学
校
は
、
通
学
の
距
離
や
時

間
が
中
学
校
と
比
べ
て
厳
し
い
状

況
に
あ
る
こ
と
、
保
護
者
か
ら
学

校
統
合
に
関
す
る
意
見
・
要
望
が

少
な
い
こ
と
、
ま
た
、
い
わ
さ
き

小
学
校
が
深
浦
小
学
校
と
統
合
し

た
場
合
に
、
岩
崎
地
域
か
ら
完
全

に
学
校
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
な

ど
、
慎
重
に
対
応
す
る
必
要
が
あ

小
中
学
校
の
統
合
は

問答

る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
小
学

校
の
統
合
は
検
討
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
更
に
少
子
化
が
進
み
、

学
校
運
営
に
支
障
を
き
た
す
よ
う

な
場
合
に
は
、
改
め
て
、
小
学
校

の
統
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

た
い
。

中
学
校
は
、
令
和
４
年
４
月
に

深
浦
中
学
校
と
岩
崎
中
学
校
が
統

合
し
た
際
に
「
深
浦
町
立
中
学
校

の
統
合
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を

策
定
し
て
お
り
、
そ
の
方
針
に
基

づ
く
と
遅
く
て
も
令
和
６
年
度
に

は
、
大
戸
瀬
中
学
校
と
深
浦
中
学

校
の
統
合
に
関
す
る
保
護
者
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
、
「
町
立
中

学
校
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
を

設
置
し
、
統
合
の
検
討
を
進
め
る

予
定
で
あ
る
。

②
小
学
校
１
校
と
中
学
校
１
校
が

小
中
一
貫
校
と
な
っ
た
場
合
は
、

各
学
年
の
児
童
生
徒
数
が
増
え
る

訳
で
は
な
い
の
で
、
複
式
学
級
の

解
消
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
中※

３

１

ギ
ャ
ッ
プ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る

違
う
小
学
校
出
身
の
人
た
ち
と
の

新
た
な
交
流
も
生
じ
な
い
こ
と
か

ら
、
本
町
で
は
小
中
一
貫
教
育
の

効
果
は
薄
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

③
本
町
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
知
識
が

豊
富
で
、
な
お
か
つ
、
学
校
現
場

に
も
精
通
し
て
い
る
適
任
者
は
、

な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
が
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
支
援
員
の
配
置
に
向
け
て
は

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

※１　集 落 支 援 員＝地方自治体からの委嘱を受け、町職員とも連携しながら、集落への「目配り」として、集落
の巡回、状況把握等を行う。

※２　ＩＣＴ支援員＝学校におけるＩＣＴ関連業務を実現するために必要な専門家であり、タブレット端末や電子
黒板など、ＩＣＴ機器を利用した学習がスムーズに行われるようサポートし、子どもたちの
情報を活用する能力を伸ばすための役割を担っています。

※３　中１ギャップ＝小学校から中学校へ進学する際に、新しい環境での学習や生活に戸惑いや不安を感じ、学校
生活に適応できない現象のこと。
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『
知
識
、経
験
等
活
か
せ
る

配
置
を
検
討
』

　

八
木
議
員

①
地
方
公
務
員
の
定
年
が
令
和
13

年
度
に
か
け
て
段
階
的
に
65
歳
ま

で
延
長
さ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
役※

職
定
年
制
が
導
入
さ
れ
、
管
理
職

だ
っ
た
職
員
は
管
理
職
以
外
の
職

に
降
任
等
と
な
る
が
、
そ
の
職
員

の
能
力
と
経
験
を
生
か
せ
る
職
域

に
配
置
す
る
こ
と
が
最
良
だ
と
思

う
が
。

②
こ
の
段
階
的
な
定
年
延
長
の
期

間
中
、
職
員
採
用
の
抑
制
は
せ
ず
、

職
員
の
偏
り
を
避
け
る
た
め
に
も

平
準
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

が
。

　

町
長

①
60
歳
を
迎
え
る
職
員
に
対
し
て

は
、
事
前
に
60
歳
以
降
も
常
勤
職

員
と
し
て
勤
務
す
る
か
、
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
を
選
択
す
る

か
、
あ
る
い
は
退
職
す
る
か
意
思

確
認
を
行
う
。
配
置
先
の
意
向
は
、

役
職
定
年
後
の

　
　
　
職
員
の
配
置
は

問答

定
年
延
長
で
常
勤
を
希
望
し
た
職

員
は
、
一
般
の
職
員
と
同
様
の
扱

い
に
な
る
た
め
、
希
望
す
る
職
種

を
申
し
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

全
職
員
に
実
施
し
て
い
る
「
職
場

環
境
等
に
関
す
る
意
識
調
査
」
の

中
に
あ
る
「
希
望
業
務
等
の
意

向
」
に
配
慮
し
、
こ
れ
ま
で
の
知

識
、
技
術
、
経
験
等
を
活
か
せ
る

配
置
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
再
任

用
希
望
申
込
書
」
に
希
望
す
る
職

種
を
記
載
す
る
こ
と
で
、
本
人
の

意
向
は
確
認
で
き
る
。

②
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
安

定
的
に
提
供
で
き
る
体
制
を
維
持

す
る
に
は
、
定
年
引
上
げ
期
間
中

で
も
新
規
採
用
職
員
を
継
続
的
に

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
は
、

60
歳
以
降
の
働
き
方
の
意
向
確
認

等
を
行
い
つ
つ
、
職
員
の
年
齢
構

成
と
退
職
者
数
の
動
向
や
見
通
し

を
踏
ま
え
、
中
長
期
的
に
見
た
適

正
な
定
員
管
理
に
配
慮
し
な
が
ら
、

新
規
採
用
の
平
準
化
を
図
っ
て
い

く
。

※役職定年制＝60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職ポストに降任等

　定例会は、誰でも傍聴することができます。町政に関する予算や条例の提案、議

員の質問・質疑、採決などが行われます。次回は、３月上中旬に定例会を開く予定

ですので、皆さんの傍聴をお待ちしております。また、庁舎１階ホール及び２階の

議会図書室に設置されているテレビモニターでもご覧になることができます。

議会を傍聴しませんか

◆陳　　情
陳　　情 提出者  主　　旨 結　　果

健康保険証の廃
止をしないよう
求める意見書を
政府に送付する
ことを求める陳
情書

五所川原民主
商工会
会長
 坂本 正輝

健康保険証を来年秋に廃止し、マイナンバーカードと一
本化する一部改正法が国会で成立した。しかし、マイナ
ンバーカードの取得は任意であり、取得していないと公
的医療機関から遠ざけられる危険がある。また、他人の
医療情報が誤ってひも付けされた事例あり、不安が広が
っていることから、健康保険証の廃止をしないよう求め
る意見書を政府に送付していただきたい。

委員会付託
（閉会中の
　継続調査）


